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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に電子部品を実装する工程と、
　前記電子部品を実装した前記基板上方に、熱により軟化するバインダー樹脂および導電
性フィラーを含有する導電性接着層と、放熱層とを少なくとも有する導電性シートを配置
する工程と、
　前記電子部品および前記基板の表面に追随するように前記導電性シートを熱圧着し、導
電性接着層と、放熱層とが積層されてなる電磁波シールド層を形成する工程と、を具備し
、
　前記電磁波シールド層を、前記基板に形成されたグラウンドパターンにアースコンタク
トさせる電子部品モジュールの製造方法。
【請求項２】
　前記導電性シートは、前記導電性接着層に放熱層が積層されていることを特徴とする請
求項１記載の電子部品モジュールの製造方法。
【請求項３】
　前記基板上には、前記電子部品が複数形成され、複数の前記電子部品上および前記電子
部品間に亘って電磁波シールド層を形成することを特徴とする請求項１または２に記載の
電子部品モジュールの製造方法。
【請求項４】
　前記導電性接着層は、温度１５０℃、圧力５ｋｇ／ｃｍ２の条件で３０分熱圧着した場
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合のフロー量が、０．０５ｍｍ以上、２ｍｍ以下であることを特徴とする請求項１～３い
ずれか１項記載の電子部品モジュールの製造方法。
【請求項５】
　前記放熱層が、蒸着膜、金属箔、金属メッシュ、金属性の不織布、熱伝導性フィラーを
含有する樹脂塗膜、およびグラファイトシートから選択されたいずれかである、請求項１
～４いずれか１項記載の電子部品モジュールの製造方法。
【請求項６】
　前記電磁波シールド層は、更に前記基板の側方の少なくとも一部にも被覆されているこ
とを特徴とする請求項１～５いずれか１項記載の電子部品モジュールの製造方法。
【請求項７】
　前記導電性接着層のバインダー樹脂は、自己架橋可能な熱硬化性樹脂、硬化剤と反応可
能な官能基を有する熱硬化性樹脂、又は熱可塑性樹脂の少なくともいずれかであり、前記
硬化剤と反応可能な官能基を有する前記熱硬化性樹脂を用いる場合には、前記導電性接着
剤層中に前記硬化剤を含む請求項１～６いずれか１項記載の電子部品モジュールの製造方
法。
【請求項８】
　前記電磁波シールド層を形成する工程の後に、前記電磁波シールド層の切削工程を更に
備えることを特徴とする請求項１～７いずれか１項記載の電子部品モジュールの製造方法
。
【請求項９】
　前記電子部品の上面および側面は、封止樹脂により構成されており、
　前記封止樹脂の天面は、凹凸形状を有し、当該凹凸形状の凹部に電磁波シールド層が形
成されていることを特徴とする請求項１～８いずれか１項記載の電子部品モジュールの製
造方法。
【請求項１０】
　前記導電性シートは、前記導電性接着層に放熱層と保護フィルムが積層されていること
を特徴とする請求項１～９いずれか１項記載の電子部品モジュールの製造方法。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電磁波シールド層で被覆された電子部品モジュールの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＣチップ等を搭載した電子部品は、外部からの磁場や電波による誤動作を防止するた
めに、通常、電磁波シールド構造が設けられている。例えば、ＩＣなどの電子部品を実装
したパッケージを、金属缶によりシールドする方法がある。また、電子部品を実装したパ
ッケージを構成する封止体の表面に、めっき層を形成して接地した電子部品パッケージが
提案されている（特許文献１）。
【０００３】
　特許文献２においては、導電箔と導電性物質を充填する方法により電子部品モジュール
を電磁波シールドする方法が開示されている。具体的には、配線基板上の電極と回路部品
とを半田等で接続し、それらを絶縁樹脂で覆った後に、絶縁樹脂の天面に導電箔を形成し
、絶縁樹脂の側面の溝に導電性物質を充填することにより、導電性物質を介して絶縁樹脂
の天面に設けた導電箔と配線基板のグラウンドパターンとを電気的に接続させる方法が開
示されている。
【０００４】
　特許文献３においては、電子部品の一部であるモールド樹脂を導電性ペーストで被覆し
て導電性シールド層を設ける構成が開示されている。より詳細には、モールド樹脂上に導
電性ペーストを塗布する工程、及び導電性ペーストを加熱して硬化させる工程を含む導電
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性シールドを設ける方法が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１１－１６３５８３号公報
【特許文献２】特開２００５－１５９２２７号公報
【特許文献３】特開２０１３－２０７２１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１の電子部品モジュールは、めっき層の形成に時間が掛かるため生産
性の改善に限界あった。また、特許文献２の電子部品モジュールは、天面の導電箔形成お
よび側面の導電性物質の形成を行う必要があり、電磁波シールド層の形成に少なくとも２
ステップを要するため生産性の改善に限界があった。また、特許文献３の電子部品モジュ
ールは、導電性ペーストを塗工して導電性シールド層を形成しているため、厚みにバラつ
きが生じやすく、生産性についても改善に限界があった。
　また、昨今の電子モジュールの高性能化に伴い、発熱量が増加し熱が電子モジュール内
に滞留することによって性能が低下する問題があった。
【０００７】
　本発明は、上記背景に鑑みて成されたものであり、その目的とすることは、電磁波シー
ルド構造および放熱構造を簡易に形成できる電子部品モジュールの製造方法を提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らが鋭意検討を重ねたところ、以下の態様において、本発明の課題を解決し得
ることを見出し、本発明を完成するに至った。
　本発明に係る電子部品モジュールの製造方法は、基板上に電子部品を実装する工程と、
前記電子部品を実装した前記基板上方に、熱により軟化するバインダー樹脂および導電性
フィラーを含有する導電性接着層と、放熱層とを少なくとも有する導電性シートを配置す
る工程と、前記電子部品および露出する前記基板の表面に追随するように前記導電性シー
トを熱圧着して電磁波シールド層を形成する工程と、を具備し、前記電磁波シールド層を
、前記基板に形成されたグラウンドパターンとアースコンタクトさせる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、めっき工程のような廃液処理の問題が生じず、導電性ペースト塗工の
ような塗工厚のバラつきが少なく、予め準備した導電性シートを電子部品等に対する熱圧
着工程で電磁波シールド構造および放熱構造を形成できたことで、電磁波シールド構造お
よび放熱構造を簡易に形成した電子部品モジュールを得ることができた。
【００１０】
　本発明により、電磁波シールド構造を簡易に形成できる電子部品モジュールの製造方法
を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１実施形態に係る電子部品モジュールの模式的断面図。
【図２】第１実施形態に係る電子部品モジュールの製造工程断面図。
【図３】第１実施形態に係る電子部品モジュールの製造工程断面図。
【図４】第１実施形態に係る電子部品モジュールの製造工程断面図。
【図５】第２実施形態に係る電子部品モジュールの製造工程断面図。
【図６】第３実施形態に係る電子部品モジュールの製造工程断面図。
【図７】第４実施形態に係る電子部品モジュールの製造工程断面図。
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【図８】第４実施形態に係る電子部品モジュールの製造工程断面図。
【図９】第４実施形態に係る電子部品モジュールの模式的断面図。
【図１０】第５実施形態に係る電子部品モジュールの製造工程断面図。
【図１１】第６実施形態に係る電子部品モジュールの模式的断面図。
【図１２】第６実施形態に係る電子部品モジュールの製造工程断面図。
【図１３】第７実施形態に係る電子部品モジュールの製造工程断面図。
【図１４】放熱層を有する導電性シートの構成断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明を適用した実施形態の一例について説明する。なお、以降の図における各
部材のサイズや比率は、説明の便宜上のものであり、これに限定されるものではない。
【００１３】
［第１実施形態］
　図１に、第１実施形態に係る製造方法により得られた電子部品モジュールの模式的断面
図を示す。電子部品モジュール１は、図１に示すように、基板１０、電子部品２５、およ
び電磁波シールド層５０等を有する。電子部品２５は、集積回路２０が封止樹脂４０によ
りモールド成形されている。なお、本発明の電子部品は、前記構成に限定されず、ベアチ
ップ状態の半導体ＩＣ，或いはコンデンサ、インダクタ、サーミスタ、抵抗等が絶縁体に
より保護された電子部品全般に対して適用できる。以下、図２～４の製造工程断面図を用
いて第１実施形態に係る電子部品モジュール１の製造方法を説明する。
【００１４】
（工程１）
　まず、図２に示すように、マザー基板１１上に電子部品２５を実装する。より具体的に
は、マザー基板１１上に、集積回路２０を実装し、次いで、集積回路２０を封止樹脂４０
によりモールド成形する。或いは、集積回路を封止樹脂によりモールド成形した電子部品
をマザー基板１１上に実装してもよい。封止樹脂４０の材料は特に限定されないが、熱硬
化性樹脂が通常用いられる。封止樹脂４０の形成方法は特に限定されず、印刷、ラミネー
ト、トランスファー成形、コンプレッション、注型等が挙げられる。
【００１５】
　マザー基板１１は、電子部品２５を実装する基板であり、銅箔等からなる導電パターン
を片面又は両面に形成したワークボードである。最終的には、後述する切断工程を経て、
個片化した基板１０とする。マザー基板１１は、電子部品２５を実装可能であり、且つ後
述する加熱圧着工程（工程３）に耐え得る基板であればよく、任意に選択できる。好適な
例として、ガラスエポキシ基板、ガラスコンポジット基板、テフロン（登録商標）基板、
セラミックス基板等が挙げられる。
【００１６】
　マザー基板１１の表面には、電極・配線パターンが形成された導電パターン３０が形成
されている。導電パターン３０は、電子部品２５と電気的に接続するための電極・配線パ
ターン３１、電磁波シールド層５０とアースコンタクトするためのグラウンドパターン３
２等を有する。導電パターン３０の材料は上記目的を達成できればよく、特に限定されな
いが、Ｃｕ、Ａｌ、Ａｕ，Ａｇ，Ｎｉ，Ｐｄ，Ｓｎ，Ｃｒ，Ｗ，Ｆｅ，Ｔｉ，およびＳＵ
Ｓ材等の金属、ならびにその合金等導電材料が例示できる。マザー基板１１の内部および
裏面の構造は、用途に応じて任意に設計できる。例えば、マザー基板１１の裏面に裏面電
極（不図示）を形成し、内部に配線パターン（不図示）およびインナービア（不図示）を
形成し、表面電極と裏面電極とを電気的に接続した多層配線基板が例示できる。
【００１７】
　電子部品２５は、マザー基板１１上のＸ方向およびＹ方向にアレイ状に複数（例えば、
Ｘ方向に６、Ｙ方向に５０）形成されている。マザー基板１１に形成された電極・配線パ
ターン３１と集積回路２０とは、半田もしくは導電性接着剤等の導電体（不図示）を介し
て電気的に接続され、固設されている。
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【００１８】
　集積回路２０は、図１のように１つの電子部品モジュール１に対して１つ実装しても、
複数実装してもよい。また、図２のようにアレイ状に電子部品２５を配置する態様に代え
て、電子部品２５を任意の位置に配置することもできる。また、マザー基板１１から複数
の電子部品モジュール１を製造する場合のみならず、プリント配線板等の基板１０から一
の電子部品モジュールを製造する場合にも、本製造方法を適用することができる。
【００１９】
（工程２）
　図２に示すように電子部品２５を実装した基板上方に、導電性接着層５２と、放熱層５
３とを少なくとも有する導電性シート５１を配置する。製造工程の簡略化の観点からは、
マザー基板１１上に実装された複数の電子部品２５全体に１枚の導電性シート５１を用い
ることが好ましいが、製造設備あるいはマザー基板のサイズ等に応じて、マザー基板１１
の領域毎に複数の導電性シート５１を用いたり、電子部品２５毎に導電性シート５１を配
設したりしてもよい。
【００２０】
　導電性シート５１は、前述した様に少なくとも導電性接着層５２と、放熱層５３とを有
する。導電性接着層５２は、熱により軟化するバインダー樹脂および導電性フィラーを少
なくとも含有する組成物を用いて形成された層である。熱圧着時の取扱い容易性の観点か
ら、導電性シート５１は、図２に示すような導電性接着層５２と、放熱層５３との積層体
が好ましい。導電性接着層５２は、単層でも複数層でもよい。複数層で形成する場合には
、最外層を流動性のより高い層で構成することが好ましい。
【００２１】
　導電性接着層５２は、１５０℃、圧力５ｋｇ／ｃｍ２の条件で３０分熱圧着した場合に
おけるフロー量が、０．０５ｍｍ以上、２ｍｍ以下であることが好ましく、０．１ｍｍ以
上、１ｍｍ以下がより好ましく、０．１ｍｍ以上、０．５ｍｍ以下がさらに好ましい。０
．０５ｍｍ以上、２ｍｍ以下の範囲とすることにより、電子部品２５およびマザー基板１
１を被覆するために適度な流動性が得られる。なお、フロー量とは、導電性接着層５２を
上記条件で圧着した際、導電性接着層５２の元のサイズに対して側面部からはみ出した長
さをいう。なお、本製造工程の熱圧着工程の温度および圧力は、１５０℃、５ｋｇ／ｃｍ
２の条件で行う必要はなく、電子部品２５の耐熱性、製造設備あるいはニーズに応じて、
電磁波シールド層の被覆性が確保できる範囲においてそれぞれ独立に任意に設定できる。
０．１ｍｍ以上、２ｍｍ以下のフロー量が得られる温度条件・圧力条件に設定することが
好ましい。圧力範囲としては、前記フロー量が得られる圧力であることが好ましく限定さ
れないが、１～１０ｋｇ／ｃｍ２程度が好ましく、２～８ｋｇ／ｃｍ２程度がより好まし
い。圧着時間は、前記フロー量が得られる時間であることが好ましく限定されないが、１
分～３０分程度が好ましい。導電性シートは、前記フロー量が得られる厚さの導電性シー
トを使用すればよい。
【００２２】
　導電性接着層５２の厚みは、後述する熱圧着工程（工程３）の際に溝６１に導電性接着
層５２を充填せしめ、且つ電子部品２５の天面にも被覆することが可能な厚みとする。用
いるバインダー樹脂の流動性や、溝６１のサイズにより変動し得るが、通常、１０～５０
０μｍ程度が好ましく、２０～３００μｍ程度がより好ましく、３０～１００μｍ程度が
さらに好ましい。これにより、封止樹脂４０への被覆性を良好にしつつ、電磁波シールド
性を効果的に発揮することができる。
【００２３】
　導電性接着層５２を構成するバインダー樹脂のＴｇは、－２０℃以上、１００℃以下が
好ましく、０℃以上、８０℃以下がより好ましい。バインダー樹脂は、１種類を用いても
複数種類を併用してもよい。複数種類を用いる場合は、混合前のＴｇが上記範囲に含まれ
ているものを主成分とすることが好ましい。導電性接着層５２の材料は、熱圧着時に軟化
して電子部品２５および露出するマザー基板１１の表面に追随する流れ性があり、電磁波
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シールド性を発揮できる導電特性を有していればよく、特に限定されない。
【００２４】
　バインダー樹脂としては、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で特に限定されないが、熱硬
化性樹脂が好ましい。また、後工程においてリフロー工程等の加熱工程が無い用途におい
ては、熱可塑性樹脂が好ましい。熱硬化性樹脂は、自己架橋性タイプおよび硬化剤反応タ
イプが使用できる。硬化剤反応タイプのバインダー樹脂としては、硬化剤と反応可能な反
応性官能基が結合された熱硬化性樹脂が好適である。
【００２５】
　熱硬化性樹脂は、エポキシ、アクリル、ウレタン、ポリスチレン、ポリカーボネート、
ポリアミド、ポリアミドイミド、ポリエステルアミド、ポリエーテルエステル、ウレタン
ウレア、およびポリイミド等が好ましい。前記熱硬化性樹脂は、通常、自己架橋可能な官
能基、または硬化剤と反応可能な官能基を有している。これらの中でも電子部品モジュー
ル１を搭載する電子機器を製造する時（例えば、リフロー時）における過酷な条件を考慮
すると、熱硬化性樹脂は、エポキシ、エポキシエステル、ウレタン、ウレタンウレア、お
よびポリアミドのうちの少なくとも１つを含んでいることが好ましい。また、加熱工程に
耐え得る範囲であれば、熱硬化性樹脂と熱可塑性樹脂を併用できる。
【００２６】
　硬化剤は、前記硬化性官能基と反応可能な官能基を複数有している。硬化剤は、エポキ
シ化合物、酸無水物基含有化合物、イソシアネート化合物、アジリジン化合物、ジシアン
ジアミド、芳香族ジアミン等のアミン化合物、フェノールノボラック樹脂等のフェノール
化合物等が好ましい。
【００２７】
　硬化剤は、熱硬化性樹脂１００質量部に対して１～１００質量部含むことが好ましく、
３～７０重量部がより好ましく、３～５０重量部がさらに好ましい。
【００２８】
　熱可塑性樹脂は、ポリエステル、アクリル、ポリエーテル、ウレタン、スチレンエラス
トマー、ポリカーボネート、ブタジエン、ポリアミド、エステルアミド、イソプレン、お
よびセルロース等が好ましい。
【００２９】
　導電性フィラーは、導電特性を有し、電磁波シールド性を発揮できれば特に限定されな
いが、金、銀、銅等の金属およびその合金、または、導電性高分子が例示できる。導電性
フィラーの形状は特に限定されず、例えば、球状、フレーク状、樹枝状等が挙げられる。
導電性フィラーの含有量は、バインダー樹脂１００質量部に対して、３０～１０００質量
部含むことが好ましく、４０～８００質量部がより好ましい。この範囲とすることにより
、電磁波シールド性とフロー性を両立し易くなるという効果が得られる。
【００３０】
　導電性フィラーの平均粒子径は、１～５０μｍが好ましい。なお平均粒子径は、走査型
電子顕微鏡の拡大画像（例えば千倍～一万倍）から約１０～２０個程度を平均した数値で
ある。また、導電性フィラーが長さ方向と横方向で長さが大きく異なる場合（アスペクト
フ比が１．５以上の場合）は、長さ方向で平均粒子径を算出する。
【００３１】
　さらに、導電性接着層を構成する組成物には、着色剤、難燃剤、無機添加剤、滑剤、ブ
ロッキング防止剤等を含んでいてもよい。
　着色剤としては、例えば、有機顔料、カーボンブラック、群青、弁柄、亜鉛華、酸化チ
タン、黒鉛等が挙げられる。
　難燃剤としては、例えば、ハロゲン含有難燃剤、りん含有難燃剤、窒素含有難燃剤、無
機難燃剤等が挙げられる。
　無機添加剤としては、例えば、ガラス繊維、シリカ、タルク、セラミック等が挙げられ
る。
　滑剤としては、例えば、脂肪酸エステル、炭化水素樹脂、パラフィン、高級脂肪酸、脂
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肪酸アミド、脂肪族アルコール、金属石鹸、変性シリコーン等が挙げられる。
　ブロッキング防止剤としては、例えば、炭酸カルシウム、シリカ、ポリメチルシルセス
キオサン、ケイ酸アルミニウム塩等が挙げられる。
【００３２】
　放熱層５３は、蒸着膜、金属箔、金属メッシュ、金属性の不織布、熱伝導性フィラーを
含有する樹脂塗膜、およびグラファイトシートから選択されたいずれかが、導電性接着剤
層５２にシート状に積層されている。
この放熱層５３の選択は、要求される放熱性に応じて決めることができる。
【００３３】
　熱伝導性フィラーを含有する樹脂塗膜とは、バインダー樹脂中に熱伝導性フィラーを混
合分散した混合物をシート状に形成したものである。
【００３４】
　熱伝導性フィラーを含有する樹脂塗膜に用いるバインダー樹脂は、導電性シートで説明
したバインダー樹脂と同様のものを使用することができる。熱電導性フィラーは熱伝導性
を有するものであれば特に限定されず、例えば、酸化アルミニウム、酸化カルシウム、酸
化マグネシウム等の金属酸化物、窒化アルミニウム、窒化ホウ素等の金属窒化物、水酸化
アルミニウム、水酸化マグネシウム等の金属水酸化物、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウ
ム等の炭酸金属塩、ケイ酸カルシウム等のケイ酸金属塩、水和金属化合物、結晶性シリカ
、非結晶性シリカ、炭化ケイ素またはこれらの複合物等が挙げられる。この中でも、金属
酸化物、金属窒化物が好適に用いられ、なかでも熱伝導率の観点から、酸化アルミニウム
、窒化アルミニウム、窒化ホウ素がより好適に用いられる。
　これらは、１種を単独で用いても良く、２種以上を併用することもできる。
【００３５】
（工程３）
　電子部品２５および露出するマザー基板１１の表面に追随するように導電性シート５１
を熱圧着する。これにより、図３に示すように、電子部品２５を被覆する電磁波シールド
層５０が形成される。熱圧着時の温度および圧力は、用いる導電性接着層５２の特性によ
り変動し得るが、加熱の温度は、封止樹脂４０と電磁波シールド層５０との充分な接合を
確保する観点から、１００℃以上であることが好ましく、より好ましくは１１０℃以上、
更に好ましくは１２０℃以上である。また、上限値としては、電子部品２５の耐熱性に依
存するが、２２０℃以下であることが好ましく、２００℃以下であることがより好ましく
、１８０℃以下であることが更に好ましい。圧力の範囲は、平滑性・製造効率の観点から
、１ｋｇ／ｃｍ２以上であることが好ましく、３ｋｇ／ｃｍ２以上であることがより好ま
しく、５ｋｇ／ｃｍ２以上であることが更に好ましい。また、上限値としては、電子部品
２５およびマザー基板１１の耐圧性の観点から、１００ｋｇ／ｃｍ２以下であることが好
ましく、８０ｋｇ／ｃｍ２以下であることがより好ましく、５０ｋｇ／ｃｍ２以下である
ことが更に好ましい。
　熱圧着時間は、電子部品の耐熱性、導電性シートに用いるバインダー樹脂、および生産
工程等に応じて設定できる。バインダー樹脂として熱硬化性樹脂を用いる場合には、１分
～２時間程度の範囲が好適である。なお熱圧着時間は、１分～１時間程度がより好ましい
。この熱圧着により熱硬化性樹脂は、硬化する。ただし、熱硬化性樹脂は、流動が可能で
あれば熱圧着前に硬化してもよい。
【００３６】
　導電性シート５１を上方側から熱圧着することにより、バインダー樹脂が軟化して溝６
１に導電性接着層５２が流れ込み、溝６１に充填され、封止樹脂４０の天面および側面な
らびにマザー基板の露出面に電磁波シールド層５０が形成される。そして、電子部品２５
の側方に位置するマザー基板１１上において、封止樹脂４０から突出するように形成され
たグラウンドパターン３２が、電磁波シールド層５０とアースコンタクトされて、電磁波
シールド構造が形成される。
【００３７】
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　溝６１の深さｈおよび幅ｗは、導電性接着層５２が熱圧着工程で充填できる範囲であれ
ばよく限定されないが、深さｈは、例えば５０～１０００μｍ程度であり、幅ｗは、例え
ば、１００～１０００μｍ程度である。
【００３８】
　電子部品２５の天面上に形成される電磁波シールド層５０の厚みは、用途により適宜設
計し得る。薄型化が求められている用途の場合には、例えば１～１０μｍ程度が好ましく
、１～８μｍ程度がより好ましい。また、高周波ノイズを精度高くシールドする場合には
、例えば、５０～１０００μｍ等の厚膜とすることも可能であるが、通常、５～２００μ
ｍ程度である。なお、電磁波シールド層は、等方導電性および異方導電性を適宜選択でき
る。
【００３９】
　また、電子部品２５を封止する封止樹脂４０の天面には、導電性接着層５２に積層され
た放熱層５３によって放熱構造が形成される。この放熱層５３の材質、厚み等は要求され
る放熱性、製造時の加熱温度、加熱圧力等に基づいて決められる。
【００４０】
（工程４）
　工程３の後、図４に示すように、電磁波シールド層５０およびマザー基板１１を切削す
る。例えば、ダイシングブレード等を用いて、マザー基板１１における電子部品モジュー
ル１の個品の製品エリアに対応する位置でＸＹ方向にダイシングする。これにより、電子
部品２５が電磁波シールド層５０で被覆され、且つ基板１０に形成されたグラウンドパタ
ーン３２と電磁波シールド層５０がアースコンタクトされた電子部品モジュール１が得ら
れる。
【００４１】
　従来、電磁波シールド層を形成する方法として、前述した様に金属缶を嵌合する方法、
めっき処理する方法、導電性ペーストを塗布する方法等が提案されてきた。しかしながら
、金属缶を嵌合する方法は、汎用性が高いとは言えなかった。また、めっき処理する方法
や導電性ペーストを塗布する方法は、処理工程が煩雑であるという問題があった。また、
めっき処理や導電性ペーストを行う方法においては、電磁波シールド層の天面の平滑性に
課題があった。
【００４２】
　第１実施形態に係る電子部品モジュールの製造方法によれば、電子部品を覆う封止樹脂
を電磁波シールド層により被覆しているので、高い電磁波シールド性を発揮できる。また
、導電性接着層と、放熱層とを少なくとも有する導電性シートを用いて電磁波シールド層
を形成しているので、電磁波シールド構造と放熱構造が形成された電子部品モジュールの
製造工程の簡便化を図ることができる。また、アレイ状に配置された電子部品に対して一
括して処理できるので、製造時間の短縮化を図ることができる。更に、導電性シートをマ
ザー基板の面方向に押圧して圧着させているので、電子部品の天面の電磁波シールド層の
平滑性に優れる。このため、製品名あるいはロット番号をインクジェット方式やレーザー
マーキング方式で印字した際、文字の視認性が向上した高品質な電子部品モジュールを提
供できる。
　また、この製造方法により得られた電子部品モジュールには、放熱構造としての放熱層
５３が形成されているので、電子部品２５の動作時に放出される熱が放熱層５３から効率
よく外部に放熱される。この結果、電子部品２５の動作時に放出される熱が封止樹脂４０
内に滞留することにより生ずる電子部品の機能低下等の発生を有効に防止することができ
る。
【００４３】
［第２実施形態］
　次に、第１実施形態とは異なる製造方法の一例について説明する。第２実施形態に係る
製造方法は、以下の点を除く基本的な構造および製造方法が上記第１実施形態と同様であ
る。即ち、第２実施形態の導電性シートは、凹凸パターンが形成されている点において、
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導電性シートに凹凸パターンが形成されていない第１実施形態と相違する。なお、以降の
図において、同一の要素部材には同一の符号を付し、適宜その説明を省略する。
【００４４】
　図５に、第２実施形態に係る工程１の製造工程断面図を示す。導電性シート５１ａを構
成する導電性接着層５２ａは、マザー基板１１上に形成された電子部品２５間である溝６
１に対応する位置に凸部６２が形成され、上面視において電子部品２５の天面に対応する
位置に略同一形状の凹部６３が形成されている。
【００４５】
　凸部６２の高さおよび幅は、電子部品２５の深さｈ、幅ｗに嵌め込むように略同一のサ
イズとしてもよいし、小さいサイズとして、加熱時に充填させるようにしてもよい。導電
性接着層５２ａの凸部は、印刷、フォトリソグラフィーまたはリフトオフ法等により形成
することができる。
【００４６】
　第２実施形態によれば、導電性シートを用いて電磁波シールド層を形成しているので、
製造工程の簡便化・短縮化を図ることができる。また、電磁波シールド層の天面の平滑性
にも優れる。更に、導電性接着層５２ａのフロー量が小さい樹脂でも溝６１に好適に充填
できる。また、溝６１が深い用途に特に好適である。
【００４７】
　なお、導電性シート５１ａに絶縁パターンを積層することも可能である。例えば、マザ
ー基板１１の表面において短絡することを避けるために、凸部６２の所望の位置に絶縁パ
ターンを形成したり、集積回路２０を絶縁保護するために、凹部６３の表面に更に絶縁層
を積層したりすることも可能である。
【００４８】
［第３実施形態］
　第３実施形態に係る製造方法および電子部品モジュールの構成は、封止樹脂の形状が異
なる点を除き、第１実施形態と同様である。
【００４９】
　図６に、第３実施形態に係る工程２の製造工程断面図を示す。電子部品２５ｂの封止樹
脂４０ｂは、電磁波シールド層５０の被覆性を高めるために、電子部品２５ｂの天面に向
かうにつれて面積が減少するようなテーパー形状が設けられている。
【００５０】
　第３実施形態によれば、第１実施形態と同様の効果を得ることができる。また、テーパ
ー形状を設けることにより、電磁波シールド層５０の電子部品２５ｂの側面に対する被覆
性をより効果的に良好にすることができる。
【００５１】
［第４実施形態］
　第４実施形態製造方法および電子部品モジュールは、以下の点を除き、基本的な構造お
よび製造方法が第１実施形態と同様である。即ち、電磁波シールド層が封止樹脂４０のま
わりのみならず基板１０の側面にも設けられている点において第１実施形態と相違する。
また、基板の切断工程のタイミング、封止樹脂の形成方法が、第１実施形態と相違する。
【００５２】
　図７に、第４実施形態に係る工程１の製造工程断面図を示す。同図に示すように、マザ
ー基板１１上に集積回路２０を実装し、マザー基板１１の略全面に封止樹脂４０ｃを形成
する。そして、マザー基板１１を載置台６４に固定した後に、切削工程により製品エリア
に対応する位置でダイシング等により封止樹脂４０ｃおよびマザー基板１１を切断する。
これにより、図８に示すような個片化された基板１０ｃと電子部品２５ｃが得られる。こ
の際、後述する加熱圧着工程（工程３）で導電性シートの導電性接着層が溝６１に充分に
充填されるように、幅ｗを決定する。
【００５３】
　次いで、第１実施形態と同様の方法にて、基板１０ｃの側方および封止樹脂４０ｃの側



(10) JP 6237732 B2 2017.11.29

10

20

30

40

50

方および封止樹脂４０ｃの天面を被覆する電磁波シールド層５０ｃを得る。そして、切削
工程により製品エリアに対応する位置で電磁波シールド層５０ｃを切断することにより、
図９に示すような電子部品モジュール２を得る。
【００５４】
　第４実施形態によれば、第１実施形態と同様の効果を得ることができる。加えて、基板
１０ｃの側方も電磁波シールド層５０ｃを容易な製造工程により被覆できる。
【００５５】
［第５実施形態］
　第５実施形態に係る電子部品モジュールおよびその製造方法は、以下の点を除き、基本
的な構造および製造方法が第４実施形態と同様である。即ち、封止樹脂の製造方法が第１
実施形態と同様である点およびマザー基板の厚み方向上方のみに溝を形成する点において
第４実施形態と相違する。
【００５６】
　図１０に、第５実施形態に係る工程１の製造工程断面図を示す。同図に示すように、マ
ザー基板上に集積回路２０、封止樹脂４０を形成し、その後に、マザー基板の厚み方向の
上方部のみを切断する。溝６５は、マザー基板を載置台６４に固定した後に、切削工程に
より製品エリアに対応する位置でダイシング等により切断することにより得られる。これ
により、封止樹脂４０の間を形成する溝６１と上面視において略同一形状の溝６５が、マ
ザー基板の厚み方向上方に設けられたマザー基板１１ｄが得られる。なお、溝６１と溝６
５の幅は、同一のものに限定されず、それぞれ独立に設計可能である。
【００５７】
　次いで、第１実施形態と同様の方法にて、マザー基板１１の側方上方部および封止樹脂
４０の側方および天面を被覆する電磁波シールド層を得る。そして、切削工程により製品
エリアに対応する位置で電磁波シールド層およびマザー基板１１ｄを切断することにより
、電子部品２５および基板１０の上方部側方に電磁波シールド層が形成された電子部品モ
ジュールを得る。
【００５８】
　第５実施形態によれば、第４実施形態と同様の効果を得ることができる。また、基板の
側面の所望の位置まで電磁波シールド層が形成された電子部品モジュールを容易な製造工
程により形成することができる。
【００５９】
［第６実施形態］
　第６実施形態の電子部品モジュールおよびその製造方法は、基板上に複数の集積回路が
実装されている点、マザー基板を用いずに電子部品モジュールを構成する基板に電子部品
を実装する点、封止樹脂の天面に凹凸形状が形成されている点を除き、第４実施形態と同
様である
【００６０】
　図１１に、第６実施形態に係る製造方法により得られた電子部品モジュール３の模式的
断面図を示す。電子部品モジュール３は、封止樹脂４０ｅの天面に複数の凹凸形状を有し
、凹部６６内には、電磁波シールド層５０ｅが形成されている。
【００６１】
　電磁波シールド層５０ｅの形成は、例えば、図１２に示すように、加熱圧着時に、完成
品と略同一形状の凹部形状の製造容器７０内の所望の位置に実装済み基板１０を固設し、
上方から導電性シート５１ｅを載置して熱圧着せしめる。その後、製造容器７０から取り
出すことにより、封止樹脂４０ｅの天面および封止樹脂４０ｅと基板１０の側方に電磁波
シールド層５０ｅを形成した電子部品モジュールが得られる。
【００６２】
　第６実施形態に係る製造方法によれば、第４実施形態と同様の効果を得ることができる
。また、本発明の導電性シートを用いることにより、電子部品２５ｅの天面に凹凸形状が
設けられている場合にも、凹部内に容易に電磁波シールド層を簡易な製造工程により形成
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することができる。従って、電子部品の天面の設計自由度を高めることが可能となり、電
子部品の絶縁構造部にも電磁波シールド層を容易に形成することができる。なお、凹部６
６のサイズや形成位置は任意に設計できる。また、凹部の断面形状は、任意に設計でき、
例えば、矩形状、Ｖ字状、Ｕ字状等が例示できる。
【００６３】
［第７実施形態］
　第７実施形態の電子部品モジュールおよびその製造方法は、以下の点を除き、基本的な
構造及び製造方法が第１実施形態と同様である。即ち、電磁波シールド層が、封止樹脂４
０に沿うように形成されている点において、第１実施形態と相違する。
【００６４】
　図１３に、第７実施形態に係る工程３の製造工程断面図を示す。同図に示すように、電
磁波シールド層５０ｆは、封止樹脂４０ｆの天面および側面およびマザー基板１１の露出
面の形状に沿うように形成されている。
【００６５】
　第７実施形態に係る方法によれば、第１実施形態と同様の効果を得ることができる。ま
た、溝６１を充填させずに露出面を被覆する方法を採用しているので、導電性接着層を効
率的に用いることができる。特に、溝の幅が広い用途において好適である。
【００６６】
　上記の各実施形態では、導電性シート５１にシート状の放熱層５３を積層したもので説
明したが、図１４は放熱層５３の放熱効果を高めるために、放熱層５３を図１４（ｘ１）
に示す蛇腹状５３ｘ１、図１４（ｘ２）に示す枕木状５３ｘ２のような断面形状としたも
のである。
【００６７】
　放熱層５３を上記のような断面形状に構成するには、金属箔を、切削またはエッチング
によって凹凸を形成するもので、その列設された凸部は、導電性シート５１の材質、放熱
条件等に応じて、凸部相互の間隔ｗ、凸部の高さｈ、凸部の厚さｔ等を決める。また、放
熱層５３の製造工程において該放熱層を挟持するように設けられた回転ローラの表面に凹
凸が形成されておれば、放熱層５３には製造過程で自動的に凹凸が形成される。
【００６８】
　このように、表面が凹凸状の放熱層５３を用いることで、シート状の放熱層５３を用い
た場合に比べて、空気との接触面積が増大する。その結果、電子部品２５から放出された
熱が効果的に外部に放熱され、封止樹脂４０内に滞留する熱により、電子部品２５が機能
低下することをより有効に防止することができる。
【００６９】
　なお、導電性シート５１には、導電性接着層５２に異物が付着するのを防止するため、
必要に応じて導電性接着層５２に保護フィルムを設けてもよい。この保護フィルムは、最
終的には剥離するので、離型性の優れた材料が好ましい。また、電子部品モジュール１を
電子機器に搭載するタイミングに保護フィルムを剥離することも可能である。好適な例と
しては、シリコーンまたはフッ素の離型層等を備えたポリエステルフィルム等が例示でき
る。保護フィルムの厚みは、例えば、５～３００μｍ程度であり、２５～２００μｍ程度
がより好ましい。
【００７０】
　さらに導電性シート５１の放熱層側にも保護フィルムを設けてもよい。保護フィルムを
設けることで導電性シート５１のハンドリング性が良好となる。
【００７１】
　本発明の趣旨に合致する限り、他の実施形態も本発明の範疇に属し得ることは言うまで
もない。また、上記実施形態は、互いに好適に組み合わせられる。
【符号の説明】
【００７２】
１、２　電子部品モジュール
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１０　　基板
１１　　マザー基板
２０　　集積回路
２５　　電子部品
３０　　導電パターン
３１　　電極・配線パターン
３２　　グラウンドパターン
４０　　封止樹脂
５０　　電磁波シールド層
５１　　導電性シート
５２　　導電性接着層
５３　　放熱層
５３　　（ｘ１）蛇腹状放熱層
５３　　（ｘ２）枕木状放熱層
６１　　溝
６２　　凸部
６３　　凹部
６４　　載置台
６５　　溝
６６　　凹部
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